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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月25日(2016.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カットタバコと、
　タバコ及び１つ又はそれ以上のタバコ属植物のフラワーを含むシート材料と、
を備えるタバコ混合物であって、
　前記シート材料は、前記タバコ混合物の総重量に基づいて少なくとも５重量パーセント
の前記１つ又はそれ以上のタバコ属植物のフラワーを有し、
　前記１つ又はそれ以上のタバコ属植物のフラワーは、前記シート材料の外面上に配置さ
れている、タバコ混合物。
【請求項２】
　前記タバコ属植物のフラワーは、粒子状形態又は粉体形態である、請求項１に記載のタ
バコ混合物。
【請求項３】
　前記タバコシートは、再構成タバコシートを含む、請求項１又は２のいずれか１項に記
載のタバコ混合物。
【請求項４】
　前記タバコ属植物は、レッドロシアン、Ｋ３２６、ラクソンＮ．ルスチカ、カストリ、
カストリアセプ、トムバクバスナジクナ、バスマドラマ、又はＴＩ１１１２から選択され
たタバコ品種を含む、請求項１から３のいずれか１項に記載のタバコ混合物。
【請求項５】
　前記タバコシートは、タバコシートの総重量に基づいて、約５から４０重量パーセント
のタバコ属植物のフラワーを含む、請求項１から４のいずれか１項に記載のタバコ混合物
。
【請求項６】
　シート材料はカットされる、請求項１から５のいずれか１項に記載のタバコ混合物。
【請求項７】
　乾燥されカットされた請求項６に記載のタバコ混合物を含む喫煙物品。
【請求項８】
　タバコを含み、外面を有するシート材料を形成する段階と、
　前記シート材料の前記外面上に１つ又はそれ以上のタバコ属植物のフラワーを配置する
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段階と、
を含み、
　前記シート材料は、前記タバコシートの総重量に基づいて、少なくとも５重量パーセン
トの１つ又はそれ以上のタバコ属植物のフラワーを有する、方法。
【請求項９】
　前記シート材料をカットタバコと組み合わせてタバコ混合物を形成する段階をさらに含
む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記シート材料は、粒子状タバコを押出又は成型することで形成される、請求項８又は
９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記配置する段階は、約２５から２００マイクロメータの範囲の粒子サイズを有する前
記１つ又はそれ以上のタバコ属植物のフラワーを前記タバコシート上に配置する段階を含
む、請求項８から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記形成する段階は、粒子状形態の１つ又はそれ以上のタバコ属植物のフラワーを粒子
状タバコと混ぜ合わせて粒子状混合物を形成する段階と、前記シート材料を形成する段階
を含む、請求項８から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記１つ又はそれ以上のタバコ属植物のフラワーは、前記配置する段階の前に乾燥させ
るか又は凍結乾燥させる、請求項８から１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記タバコシートは、前記タバコ混合物の総重量に基づいて、少なくとも約１０重量パ
ーセントのタバコ属植物のフラワーを含む、請求項９から１３のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記形成する段階は、
５０から６５重量パーセントの粒子状タバコ、
５から２０重量パーセントのタバコ属植物のフラワー、
５から２０重量パーセントの水、及び
１５から２５重量パーセントのグリセリン、
（全ての重量は前記タバコ混合物の総重量に基づく）を混ぜ合わせる段階を含む、請求項
８から１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　前記形成する段階は、
２５から４０重量パーセントの粒子状タバコ、
２５から４０重量パーセントのタバコ属植物のフラワー、
５から２０重量パーセントの水、及び
１５から２５重量パーセントのグリセリン、
（全ての重量は前記タバコ混合物の総重量に基づく）を混ぜ合わせる段階を含む、請求項
８から１４のいずれかに記載の方法。
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